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●健康食品の電話勧誘販売で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」「買うと
は言っていないのに商品が届いてしまった」などという相談が寄せられています。
●消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、
代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
●勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認し
ておくことも大切です。
●商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。
●困ったときは、速やかにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
ださい。
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注文していないのに
健康食品が送られてきた！

ひとこと助言 
安易に

受け取らないで

事例2　　　 「注文のあった健康食品

を代金引換で送る」と電話が

あった。「注文した覚えはない」

と伝えると「確かに注文している。

代金は2万円。支払わないと訴え
る」と脅された。経済的にゆとりが

ないので、そんなに高い健康食

品を注文するはずがないのに、

翌日業者が言ったとおり商品が届

いてしまった。（70歳代　女性）

事例1　　　　夫が生前に契約したことがあるという業者

が、電話で「通常価格より安くするから」と健康食品

を勧めてきた。すでに常用している健康食品があ

るからと断ったのに、後日商品が送られてきた。

（80歳代　女性）


